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第１項 水量等の処理実績 

１ 水量の実績 

（清原水再生センター） 

年 度 
平成 

２２年度 
平成 

２３年度 
平成 

２４年度 
平成 

２５年度 
平成 

２６年度 

年間揚水量 
[m3/年] 2,161,027 2,379,692 2,421,292 2,484,886 2,669,780 

年間処理水量 
[m3/年] 1,790,607 1,991,025 1,957,998 2,058,773 2,210,140 

晴天日平均処理水量 
[m3/日] 4,718 5,146 5,161 5,413 5,680 

日最大処理水量 
[m3/日] 9,654 14,830 17,291 10,827 11,878 

日最小処理水量 
[m3/日] 3,487 4,247 4,579 4,656 4,633 

 

（清原台中継ポンプ場） 

年 度 平成 
２２年度 

平成 
２３年度 

平成 
２４年度 

平成 
２５年度 

平成 
２６年度 

年間送水量 
[m3/年] 950,758 1,079,863 902,861 1,052,606 1,065,151 

 

（清原中継ポンプ場） 

年 度 平成 
２２年度 

平成 
２３年度 

平成 
２４年度 

平成 
２５年度 

平成 
２６年度 

年間送水量 
[m3/年] 258,429 268,667 421,045 369,427 419,646 
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２ 水質の実績（平均値） 

年 度 
平成 

２２年度 
平成 

２３年度 
平成 

２４年度 
平成 

２５年度 
平成 

２６年度 

流
入
水
質 

ｐＨ [－] 
７．０ 

(６．７～７．３) 
７．０ 

(６．８～９．１) 
７．０ 

(６．７～７．３) 
７．０ 

(６．７～７．３) 
７．０ 

(６．１～７．７) 

ＢＯＤ [mg/ℓ] 
２３９ 

(１４３～３７５) 
２５０ 

(１４６～６４９) 
２４４ 

(１７２～３３７) 
２３２ 

(１３３～４０１) 
２３７ 

(１３０～４２８) 

ＣＯＤ [mg/ℓ] 
１３４ 

(８８～３３８) 
１２９ 

(７９～１９１) 
１２１ 

(５１～１９５) 
１３１ 

(８１～１９１) 
１３５ 

(６４～２０９) 

ＳＳ [mg/ℓ] 
２０１ 

(８９～４１６) 
２０１ 

(１２２～４８２) 
１７３ 

(１０８～２９６) 
１９４ 

(１２６～２９０) 
２０１ 

(９８～３２８) 

Ｔ－Ｎ [mg/ℓ] ４５ 
(３３～６９) 

４０ 
(２５～５４) 

３９ 
(２７～５３) 

４４ 
(１９～６７) 

４７ 
(２８～８０) 

Ｔ－Ｐ [mg/ℓ] ４．２ 
(２．８～６．４） 

４．０ 
(２．６～５．４) 

４．１ 
(３．１～５．５) 

４．３ 
(３．１～６．０) 

４．６ 
(２．４～６．５) 

放
流
水
質 

ｐＨ [－] ６．５ ６．６ ６．５ ６．４ ６．４ 

ＢＯＤ [mg/ℓ] １．７ １．５ ２．０ ２．０ ２．２ 

ＣＯＤ [mg/ℓ] ７．２ ６．４ ６．２ ６．９ ８．９ 

ＳＳ [mg/ℓ] ２．１ １．４ １．３ １．６ ２．１ 

大腸菌群数 [個/cm３] ８ ５ ５ ７ ４ 

Ｔ－Ｎ [mg/ℓ] ７．２ ６．７ ６．３ ６．２ ８．２ 

Ｔ－Ｐ [mg/ℓ] １．２０ １．４９ １．３２ １．１８ １．４５ 

※ （ ）内は最小値～最大値を表す。 

 

３ 汚泥処理の実績 

年 度 
平成 

２２年度 
平成 

２３年度 
平成 

２４年度 
平成 

２５年度 
平成 

２６年度 

脱水汚泥発生量 [wt/年] 1,303.06 1,369.71 1,431.66 1,529.42 1,580.17 

平均含水率 [％] 77.7 77.9 77.8 77.9 77.3 
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第２項 流入水等の予定 

１ 流入下水量等 

（清原水再生センター） 

年 度 
平成 

２８年度 
平成 

２９年度 
平成 

３０年度 

年間揚水量 [m3/年] 2,790,237 2,847,876 2,913,138 

年間処理水量 [m3/年] 2,325,198 2,373,230 2,427,615 

晴天日平均処理水量 
[m3/日] 5,960 6,100 6,240 

脱水汚泥搬出量 [wt/年] 1,619 1,621 1,624 

 

（清原台中継ポンプ場） 

年 度 平成 
２８年度 

平成 
２９年度 

平成 
３０年度 

年間送水量 [m3/年] 1,110,522 1,121,202 1,131,877 

 

（清原中継ポンプ場） 

年 度 平成 
２８年度 

平成 
２９年度 

平成 
３０年度 

年間送水量 [m3/年] 458,091 462,496 466,900 

 

 

２ 計画流入水質 

年 度 
平成 

２８年度 
平成 

２９年度 
平成 

３０年度 

流入水質 
（計画値） 

ＢＯＤ 
[mg/ℓ] 

168 168 168 

ＳＳ 
[mg/ℓ] 

142 142 142 
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３ 変動費原単位基準 

（清原水再生センター） 

項目 単位 
実績 

平成 
24 年度 

平成 
25 年度 

平成 
26 年度 

揚水水量 m3/年 2,421,292 2,484,886 2,669,780 

処理水量 m3/年 1,957,998 2,058,773 2,210,140 

電力（従量） kWh/年 1,562,736  1,592,568  1,608,624  

A 重油 ℓ/年 768 657 222 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
（放流水用） ℓ/年 33,171 34,271        34,973 

高分子凝集剤 
（脱水機） 

kg/年 1,493 1,760 1,538 

 

項目 単位 
予定数量 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

揚水水量 m3/年 2,790,237 2,847,876 2,913,138 

処理水量 m3/年 2,325,198 2,373,230 2,427,615 

電力（従量） 
 

（原単位） 

kWh/年 
 

kWh/m3 

1,747,743 
 

0.6263 

1,760,761 
 

0.6187 

1,777,036 
 

0.6100 

A 重油 ℓ/年 100 100 100 

次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 
（放流水用） 
（原単位） 

ℓ/年 
 

ℓ/千 m3 

37,849 
 

16.27 

38,130 
 

16.06 

38,483 
 

15.85 

高分子凝集剤 
（脱水機） 
（原単位） 

kg/年 
 

kg/千 m3 

1,651 
 

0.7100 

1,664 
 

0. 7011 

1,679 
 

0.6916 

 

※ 電力の原単位基準は，揚水水量に対する比率とする。 

※ 薬剤の原単位基準は，処理水量に対する比率とする。 
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（清原台中継ポンプ場） 

項目 単位 
実績 

平成 
24 年度 

平成 
25 年度 

平成 
26 年度 

送水水量 m3/年 902,861 1,052,606 1,065,151 

電力（従量） kWh/年 203,242  203,808  209,984  

軽油 ℓ/年 10 15 9 

 

項目 単位 
予定数量 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

送水水量 m3/年 1,110,522 1,121,202 1,131,877 

電力（従量） 
 

（原単位） 

kWh/年 
 

kWh/m3 

218,884 

0.1971 

220,989 

0.1971 

223,093 

0.1971 

軽油 ℓ/年 100 100 100 

 

（清原中継ポンプ場） 

項目 単位 
実績 

平成 
24 年度 

平成 
25 年度 

平成 
26 年度 

送水水量 m3/年 421,045 369,427 419,646 

電力（従量） kWh/年 77,933  79,119  84,251  

軽油 ℓ/年 30 10 31 

 

項目 単位 
予定数量 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

送水水量 m3/年 458,091 462,496 466,900 

電力（従量） 
 

（原単位） 

kWh/年 
 

kWh/m3 

91,939 

0.2007 

92,823 

0.2007 

93,707 

0.2007 

軽油 ℓ/年 100 100 100 
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維持管理要求水準 

１ 水再生センターの運転操作，監視に関する業務要求水準 

(1) 水質等の要求基準は，契約基準及び法定基準とし，水処理及び汚泥処理を良好な状態に

保つよう運転すること。 

ア 放流水要求基準 

項目 単位 契約基準 法定基準 

ＢＯＤ mg/ℓ １５以下 

関係法に規定する基準 
ＣＯＤ mg/ℓ １５以下 

ＳＳ mg/ℓ １５以下 

大腸菌群数 個/cm3 ５０以下 

※１ 法定基準は，関係法により受託者が遵守しなければならない基準。 

※２ 契約基準は，受託者が達成しなければならない契約上の年間平均値基準。 

（毎月２回及び３月１回，計２３回の計測値を単純平均で算出する。） 

※３ 法定基準，契約基準に関する計測は，委託者が実施する。 

イ 汚泥脱水処理要求基準 

項目 単位 契約基準 

脱水ケーキ含水率 ％ ８０以下 

※１ 脱水ケーキ含水率：汚泥脱水後の脱水ケーキ含水率の年間平均値 

 

(2) 運転操作及び監視業務は，変化する処理条件に対しても施設の性能等を踏まえた適正な

処理を行うとともに当該施設の延命化に資する適切な運転操作，及びこれを安定して維持

するための監視を連続的に行うこと。 

(3) 受託者は，自らが行う環境計測その他により，水質等の基準の未達成のおそれ等が判明

した場合は，すみやかな報告その他の措置について特記仕様書第１０条にしたがい適切に

対応すること。 

(4) 仕様書第１２条に係る委託者の指示に基づく運転変更等に起因する場合は，委託者が認

めるその範囲において，この要求水準を適用しない。 

(5) 上記，実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

 

２ 設備の保守点検に関する業務要求水準 

(1) 設備機器について，各設備機器等が有している機能を正常に発揮し，かつ各設備機器の

耐用を増すための，日常点検，定期点検，臨時点検，簡易な故障修理の実施計画を作成す

ること。 

(2) 設備機器について，各設備機器等が有している機能を正常に発揮するよう日常点検，定

期点検，臨時点検を通し，機能の確認，整備，簡易な故障修理等を行うこと。 

(3) 点検等で異常・不良あるいは毀損等を発見した場合には，速やかに委託者に報告すると

ともに，適正な処置を講ずること。 
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(4) 上記，実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

 

３ 施設管理に関する業務要求水準 

(1) 縦覧資料に示す施設管理に関する業務内容を年間計画に基づいて，適時，適切に執行し，

業務仕様と同等以上のレベルを確保すること。 

(2) 年度ごとに指定する部品等の交換は，仕様変更等により性能が低下することがないよう

実施すること。 

(3) 業務の点検結果等で異常が確認された場合は，速やかに委託者に報告するとともに，修

繕その他適正な処置を講ずること。 

(4) 上記，実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

 

４ 環境計測に関する業務要求水準 

(1) 清原水再生センターにおける採取箇所，採取方法，試験項目及び頻度は，特記仕様書の

特記別表５を標準とする。 

(2) 前記アによらず日常の維持管理において，水質の総合的な把握並びに反応タンク内の状

態把握，汚泥処理工程の状態把握等必要とする水質試験は，別途行うこと。 

(3) 良好な汚泥処理に必要な重力濃縮槽，消化槽，脱水機ならびに，その他の汚泥処理工程

の把握のため汚泥試験を行うこと。 

(4) 水質試験及び汚泥試験は日本工業規格（ＪＩＳ）並びに社団法人日本下水道協会制定の

「下水試験方法」に基づき，実施すること。 

(5) 水質計測機器や水質モニター計の維持管理を適正に行い，その測定値の信頼性を確

保すること。また，消耗部品の交換等も行なうものとする。（表１） 

(6) その他維持管理上必要な試験及び業務を行うとともに委託者が実施する法定検査に対す

る協力を行うこと。 

(7) 上記，実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

表１ 水質測定機器等の維持管理 

設置場所 機器，モニター 台数 維持管理項目 

反応タンク ORP計 １台 
校  正 （１回/月） 

整備点検 （１回/年） 

〃 DO計 １台 
校  正 （１回/月） 

整備点検 （１回/年） 

〃 MLSS計 １台 
校  正 （１回/月） 

整備点検 （１回/年） 

管理棟 ガス検知器 １台 整備点検 （１回/年） 

 

５ 環境対策に関する業務要求水準 

(1) 悪臭，騒音の発生その他環境影響被害を防止するため，設備の運転方法，保守点検，作
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業方法，機能確認等を適切に行うほか，発生源又は敷地境界等では，五感により又は機器

により測定を適宜実施し，良好な環境を保全すること。 

(2) 測定結果等に異常が確認された場合は，委託者に報告するとともに測定頻度を増すなど

監視の強化を行うほか，効果的な改善策を実施すること。 

(3) 上記，実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

 

６ 修繕に関する業務要求水準 

(1) 当該施設ならび設備の機能が正常に発揮・維持できるよう，適切に修繕を実施すること。 

(2) 修繕に使用する部品等は，仕様変更による性能低下とならないように実施する。 

(3) 偶発的に生じた設備などの故障，不良，破損などが生じた場合は適宜補修などを実施し，

その機能の回復を図ること。 

(4) 委託終了時における施設の原状回復のための補修を含むものとする。 

(5) 修繕実施後の履歴を整理し，委託者に報告すること。 

(6) 実施内容の的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出すること。 

 

７ 物品等の調達・管理に関する業務要求水準 

(1) 適正な品質及び規格の物品等を調達し，施設機器の運転，耐用年数等に影響を与えない

ようにすること。（表２） 

(2) 常に在庫数量等を把握して適宜適切に調達し，在庫不足，品質低下等による施設運転等

への支障を与えないようにすること。 

(3) 物品管理者及び薬品類の管理者を選任し，保管，取扱等には十分注意して適正な管理を

行うこと。 

(4) 計量証明書，品質証明書等の書類（写し）を，必要に応じ，委託者に提出すること。 

(5) 業務の履行開始日に支給する燃料，工業薬品，電気機械消耗品類，分析用薬品，分析器

具等の貸与品については，必要に応じ，その種類，規格，数量等を借用書に記載し，委託

者に提出すること。 

(6) 契約終了にあたっては，業務の履行開始日に支給された貸与品は，支給時の規格のもの

を，支給時の在庫量に復すること。 

(7) 物品等の調達・管理について的確性が説明できるデータを収集・整理し，委託者に提出

すること。 
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表 ２ 物品等の規格 

 物品名 規格 

薬
品 

次亜塩素酸ナトリウム 有効塩素１２％以上 

高分子凝集剤 必要に応じて実機試験等により性能を確認すること 

石
油
燃
料 

プロパンガス ＪＩＳ Ｋ２２４０ １種１号 

Ａ重油（水再生センター発電機） ＪＩＳ Ｋ－２２０５－１９９１ １種１号 

軽油（中継ポンプ場発電機） ＪＩＳ Ｋ－２２０４－２００７ １号 

 

 

 


